
七飯町成年後見制度利用促進事業

市民後見セミナー
～市民後見人とは？市民後見人に期待される役割について～

札幌市にて、一般社団法人ジャスミン権利擁護

センター 代表理事を務められ、成年後見制度

の利用相談や、成年後見の受任などの成年後

見実務を行っています。また、成年後見制度に

関する各種講義や、講

演会講師を行っており

令和３年度市民後見養

成研においても講師を

務められ、市民後見人

の養成等、成年後見制

度の普及に、ご尽力さ

れています。

講師 水戸 由子/社会福祉士【日時】 ５月１７日（火）
１３：３０～１５：３０（１３：００開場）

【会場】 七飯町文化センター スターホール

七飯町本町６丁目１番２号

当日は、ＺＯＯＭによるオンライン配信も行います。

※ＺＯＯＭによる参加をご希望の方は、下記、ＱＲコードの
申込フォームより、お申込み下さい。後日、メールにて
ミーティングＩＤ・パスワードをお知らせ致します。

【対象】 社会貢献活動や、成年後見制度に関心の
ある方なら、どなたでもご参加下さい。

【定員】 七飯町文化センター ５０名程度

ＺＯＯＭ ５０名程度

参加
無料

お申込み
お問い合わせ

七飯町役場福祉課地域包括支援係

（0138）66-2488
お申込フォーム

（ＱＲコード）
読み込みが難しい場合は、

ご連絡をください。

ご参加希望の方は、下記までお電話・ＦＡＸ 又は 申込フォームからお申込み下さい

５月13日 締切

社会貢献や成年後見制度に関心のある方を対象とした、「成年後見制度や、市民後見活動に

ついて」知って頂くことを目的としたセミナーです。成年後見制度とは、ひとりで物事を決めること

が難しい方に寄り添い、一緒に考えたり決めたりする仕組みです。

本セミナーでは、成年後見制度の担い手として、家族や専門職ではない市民後見人が、住民目線で

取り組む成年後見活動や求められる役割について学びます。

成年後見制度について学んでみたいという方や、成年後見を通じた社会貢献について

知ってみたいという方など、皆さまのご参加をお待ちしております。

七 飯 町

ＦＡＸでのお申込みは裏面、お申込み用紙をご利用下さい。

〇 講演会（90分） 「市民後見活動の意義と今後期待される役割について」
〇 七飯町の市民後見活動について
〇 令和４年度市民後見養成講座の募集について

【セミナー内容】

≪文化センターへお越しになる方はこちらから≫ ≪Ｚoomで参加希望はこちらから≫



令和４年度 市民後見セミナー
参 加 申 込 書

ＦＡＸ番号：（0138）６５－９２８０

□ 個人 □ 団体・事業所
（どちらかにチェックを入れて下さい）

ふりがな

氏 名
または

団体・事業所名

連絡先
電話番号

受講場所（方法）
□七飯町文化センター会場 □Ｚｏｏｍ（オンライン配信）

（どちらかにチェックを入れて下さい）

Ｚｏｏｍによるオンラインでの受講を希望
する場合は、右記ＱＲコードを読み取り、
お申込フォームにてお申込み下さい。

参加希望者名 （団体・事業所でお申込み場合にご記入下さい）

（氏名） （氏名）

（氏名） （氏名）

【当日、ご来場される方へのお願い】

●ご来場時には、検温、手指消毒、マスク着用

の、ご協力をお願い致します。

●ソーシャルディスタンスの観点から、会場の

座席の配置は余裕を持たせ、最大定員数を

会場の５０％以下とさせて頂きます。

●会場内の換気のため、ドアを開放する場合が

あります。当日の外気温によっては、寒さや、

暑さを感じることが予想されますので、温度

調整ができる服装でご参加下さい。

【事務局】

七飯町役場 民生部福祉課 地域包括支援係

〒041-1192 亀田郡七飯町本町６丁目１番１号

ＴＥＬ（0138）66-2488 ＦＡＸ（0138）65-9280

Mail： 334-ｃhiiki-h＠town.nanae.hokkaido.jp

申 込 締 切 日

５月１３日（金）

ＱＲコードの読み込みが難しい場合は、下記事務局までご連絡をください。


